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令和３年３月１５日

■
ど
う
し
て
許
可
が
必
要
な
の
？

農
地
は
農
業
生
産
の
基
盤
で
あ
り
、
貴
重
な
資
源
で
す
。
ま

た
、
国
民
へ
の
食
料
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
優
良

な
農
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
農
地
を
農

地
以
外
と
し
て
利
用
す
る
「
農
地
転
用
」
は
農
地
法
と
い
う
法
律

に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
転
用
し
た
い
と
き
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

農
地
を
転
用
す
る
に
は
、
農
業
振
興
地
域
の
「
農
用
地
区
域
で

な
い
こ
と
」
な
ど
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

農
地
転
用
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
、
農
業
委
員
会
に
よ
る
現
地

調
査
、
申
請
者
へ
の
面
接
、
総
会
審
議
を
経
た
上
で
、
最
終
的
に

千
葉
県
が
許
可
に
つ
い
て
の
判
断
を
行
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
申
請
か
ら
許
可
ま
で
数
カ
月
の
期
間
を
要
し
ま

す
。事

情
に
よ
り
転
用
を
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
ま
ず
農
業
委

員
会
事
務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
許
可
を
受
け
ず
に
転
用
し
た
ら
ど
う
な
る
の
？

許
可
を
受
け
な
い
で
農
地
を
転
用
し
た
場
合
や
、
許
可
を
受
け

て
い
て
も
、
農
地
転
用
許
可
に
係
る
事
業
計
画
通
り
に
転
用
し
て

い
な
い
場
合
な
ど
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
り
、
工
事

の
中
止
や
原
状
回
復
等
の
命
令
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
農

地
法
第
51
条
）

罰
則
の
適
用
も
あ
り
、
違
反
転
用
す
る
と
個
人
は
３
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
以
下
の
罰
金
、
法
人
の
場
合
は
１
億
円
以

下
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
（
農
地
法
第
64
条
、
第
67
条
）

こんな場合でも県や農業委員会の許可等が必要となる場合があります

農
地
は
生
産
力
を
持
っ
た
、
農
業
を
行
う
上
で
最
も
基
本

的
な
、
本
来
守
る
べ
き
も
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
農
地
を
売
っ
た
り
、
貸
し
た
り
、
借
り
た
り

す
る
場
合
や
、
駐
車
場
な
ど
、
農
地
を
耕
作
以
外
の
目
的
に

利
用
す
る
場
合
は
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、
事
前
に
農
地
法

に
基
づ
く
、
県
や
農
業
委
員
会
の
許
可
な
ど
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。ご近所さんに道路沿いの

畑の端を駐車場として使
用させてもらえないか頼
まれたけど、砂利を敷い
てしまおうかな？

農業委員会にご相談ください農業委員会にご相談ください
こんなとき
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遊休農地を減らしましょう

転用に係る工事等が終わったら、登記手続を

農業委員・農地利用最適化推進委員による調査

農
業
委
員
会
で
は
毎
年
、
遊
休
農
地
（
利
用
状
況
）
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
今
回
の
調
査
で
も
市
内
各
所
に
お
い
て
遊
休
農
地
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

農
地
の
所
有
者
は
農
地
を
適
正
に
管
理
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
遊

休
農
地
は
、
非
生
産
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
病
害
虫
の
発
生
場
所

と
な
っ
た
り
、
ゴ
ミ
が
不
法
投
棄
さ
れ
る
等
、
周
辺
に
お
住
ま
い
の
方

の
迷
惑
で
も
あ
り
ま
す
。

今
回
確
認
し
ま
し
た
遊
休
農
地
に
つ
い
て
は
、
調
査
後
、
所
有
者
へ

意
向
調
査
を
行
い
、
今
後
の
利
用
の
意
思
や
農
地
中
間
管
理
機
構
へ
の

貸
付
希
望
等
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

農
地
所
有
者
の
方
に
は
、
雑
草
等
で
荒
れ
る
前
に
、
日
頃
か
ら
除
草

や
耕
作
に
努
め
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

農
業
委
員
会
の
窓
口
に
い
ら
し
た
方
か
ら
「
農
地
転
用
の
許
可

を
取
っ
て
い
る
の
で
、
宅
地
に
な
っ
て
い
る
は
ず
」
と
い
う
言
葉

を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
許
可
を
取
っ
た
だ
け
で

は
転
用
の
手
続
き
が
完
了
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
、
農
地
転
用
に
関
す
る
法
律
（
農
地
法
）
と
、
不
動
産
登
記
に

関
す
る
法
律
（
不
動
産
登
記
法
）
が
異
な
る
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
、
農
地
転
用
の
許
可
を
得
て
、
工
事
等
が
完
了
し
た

ら
、
農
業
委
員
会
に
「
農
地
の
地
目
変
更
登
記
に
か
か
る
転
用
確

認
証
明
書
申
請
書
」
を
提
出
し
、
証
明
を
受
け
、
法
務
局
で
地
目

変
更
登
記
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
固
定
資
産
税
が
変
更
後
の
も
の
で
課
税
さ
れ
て
い
て

も
、
課
税
は
現
況
主
義
で
あ
り
、
登
記
は
変
更
さ
れ
て
い
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
登
記
が
農
地
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
と
、
今
後
も
農

地
法
の
手
続
き
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

【お問い合わせ先】

　　千葉地方法務局　柏支局

　　電話 ０４-７１６７-３３０９

周
辺
に
遊
休
農
地
と
思
わ
れ
る
場
所
が
あ
る
場
合
、
ま
た
ご
自
身
が

所
有
の
農
地
管
理
が
難
し
い
場
合
は
、
地
域
の
農
業
委
員
・
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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農地を貸したい方、借りたい方 募集しています

●
農
業
か
ら
の
引
退
を
考
え
て
い
る
。

●
相
続
し
た
農
地
の
管
理
に
困
っ
て
い
る
。

●
水
田
を
や
め
て
畑
に
専
念
し
た
い
。
等
々

個
々
の
事
情
で
農
地
を
貸
し
出
し
た
い
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？

農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
社
団
法
人
千
葉

県
園
芸
協
会
）
が
農
地
の
借
り
手
を
探
し
、
賃

料
支
払
い
等
の
仲
介
を
行
い
ま
す
。

貸
し
た
い
方
は
、
地
域
の
農
地
の
一
定
割
合

（
２
割
超
）
を
機
構
に
貸
し
出
す
場
合
、
条
件

等
に
よ
り
、
協
力
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。

借
り
た
い
方
は
、
機
構
か
ら
ま
と
ま
っ
た
農

地
を
借
り
て
集
約
化
で
き
る
他
、
出
し
手
が
複

数
の
場
合
で
あ
っ
て
も
契
約
は
機
構
と
結
ぶ
だ

け
で
賃
借
料
支
払
い
の
事
務
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。耕

作
し
き
れ
な
い
農
地
を
貸
し
出
し
た
い

方
、
農
地
を
借
り
て
規
模
拡
大
を
検
討
さ
れ
て

い
る
方
、
先
ず
は
農
地
中
間
管
理
機
構
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

農
地
中
間
管
理
機
構

（
公
益
社
団
法
人
千
葉
県
園
芸
協
会
）

電
話

０
４
３‐

２
２
３‐

３
０
１
１

借受貸付
農地中間管理機構

（千葉県園芸協会）

農水省 逆引き事典 で検索してみましょう！

国の支援策を探してみませんか？

～農林水産省 補助金等 逆引き事典～
農
林
水
産
省
で
は
農
業
に
携
わ
る
方
に
お
使
い
頂
け
る
支
援
策

（
補
助
金
や
融
資
、
税
制
優
遇
な
ど
）
の
情
報
を
簡
単
に
検
索
で

き
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
逆
引
き
事
典
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

公
開
し
て
い
ま
す
。
無
料
で
誰
で
も
自
由
に
調
べ
る
こ
と
が
出
来

ま
す
の
で
、
日
頃
の
課
題
解
決
に
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

【お問い合わせ先】

　　 農林水産省　大臣官房　広報評価課　広報室　電話　０３-３５０２-５５９４（ダイヤルイン） 
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全国農業新聞で情報収集 令和３年産

たけのこ販売
「
全
国
農
業
新
聞
」
は
全
国
農

業
会
議
所
が
発
行
す
る
農
家
の

皆
さ
ん
の
為
の
専
門
紙
で
す
。

最
新
の
役
立
つ
情
報
が
満
載

さ
れ
た
「
全
国
農
業
新
聞
」
を

購
読
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
毎
週
金
曜
発
行

●
月
額
７
０
０
円

【
お
申
し
込
み
先
】

柏
市
農
業
委
員
会
事
務
局

柏
市
柏
５
丁
目
10
番
１
号

柏
市
役
所

別
館
４
階

出
荷
及
び
販
売
の
流
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

今
春
に
県
が
柏
市
内
で
実
施
す
る
出
荷
前
検
査
（
無
作
為
に

１
ヶ
所
）
の
結
果
が
基
準
値
（
１
０
０

／

）
以
下
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
次
第
、
出
荷
可
能
で
す
（
こ
れ
ま
で
市
で
未

検
査
の
竹
林
を
含
む
）
。
検
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

柏
市
役
所

農
政
課

電
話

０
４

７
１
６
７

１
１
４
３

柏の農家さんたちに大切に育てられた野菜！
「安心」「安全」「美味しさ」への追求！
最大17種類くらいの自慢のサラダバーを是非味わって
下さい！

柏市箕輪新田39-2
Ｔ Ｅ Ｌ　04-7196-7773
定 休 日　毎月第2水曜日
　　　　　(3・8月無休）
営業時間　平日11時～ 15時
土日祝日　11時～ 17時

令和３年度 農業委員会総会等の日程

令和3年

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

令和3年/令和4年

令和4年

〃

〃

面接調査現地調査
総会日程申請締切日

調査会日程

３月２５日

４月１９日

５月２５日

６月２５日

７月２１日

８月２５日

９月２４日

１０月２５日

１１月２５日

１２月１７日

１月２５日

２月２５日

３月２５日

（木）

（月）

（火）

（金）

（水）

（水）

（金）

（月）

（木）

（金）

（火）

（金）

（金）

４月　６日

４月２８日

６月　３日

７月　６日

８月　３日

９月　３日

１０月　５日

１１月　５日

１２月　７日

１２月２４日

２月　３日

３月　４日

（火）

（水）

（木）

（火）

（火）

（金）

（火）

（金）

（火）

（金）

（木）

（金）

４月　５日

４月２７日

６月　２日

７月　５日

８月　２日

９月　２日

１０月　４日

１１月　４日

１２月　６日

１２月２３日

２月　２日

３月　３日

（月）

（火）

（水）

（月）

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

（木）

（水）

（木　　　　　）

４月　９日

５月　７日

６月　９日

７月　９日

８月　６日

９月　８日

１０月　８日

１１月１０日

１２月１０日

　１月　７日

２月　８日

３月　９日

（金）

（金）

（水）

（金）

（金）

（水）

（金）

（水）

（金）

（金）

（火）

（水）

未定 未定 未定

　
相
模
農
夫
男 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が

令
和
３
年
２
月
17
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　
相
模
委
員
は
、
平
成
６
年
７
月
か
ら
農
業
委
員

と
し
て
、
ま
た
平
成
21
年
７
月
か
ら
平
成
30
年

７
月
ま
で
農
業
委
員
会
会
長
と
し
て
農
業
の
発
展

に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　
謹
ん
で
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集
委
員
長

　

谷
田
貝　

和　

代

副
委
員
長

　

秋　

谷　

昌　

治

編
集
委
員

　

関　

根　

勝　

敏

　

金　

子　

幸　

司

　

増　

田　

直　

晴

　

大　

宮　

茂　

男

　柏市農業委員会の総会等日程をお知らせします。申請締切日は

原則として毎月25日（土日祝日の場合は前日）となります。

　なお申請は余裕をもって締切日の１週間前までに事前ご相談く

ださるようお願いします。

※ 会場は市役所 別館４階 第５会議室を予定していますが、変更となる

場合もあります。

※ 市街化区域の転用届は随時（平日午後 4時 30 分まで）受付しています。

訃
　
報


